
 

さいたま市告示第１１８４号 

 さいたま市生活環境の保全に関する条例（平成２０年さいたま市条例第４６号）第５１条第１項の 
規定に基づき、工場及び事業場から排出される窒素酸化物の排出量の低減に関する指針を次のとおり 
定めたので、告示する。 
 平成２０年１１月１９日 
 さいたま市長職務代理者 
    さいたま市副市長 小 宮 義 夫  
１ 趣旨 
 工場及び事業場から排出される窒素酸化物については、大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７ 
 号）に基づく排出規制があるが、大規模発生源については、さらに窒素酸化物の排出量の低減を指 
 導する必要がある。そこで、窒素酸化物の排出量が相当程度多い工場又は事業場の設置者が窒素酸 
 化物の排出量を低減するために取り組むべき事項を定めるものである。 
２ 指針対象施設及び指導基準 
 指針対象施設を有する工場又は事業場の設置者は、当該指針対象施設の排出口における窒素酸化 
 物の量を指導基準以下とするよう努めるものとする。 
 ⑴ 指針対象施設 
 この指針の対象となる施設は、大気汚染防止法第２条第２項に規定するばい煙発生施設で別表 
 １及び別表２の「ばい煙発生施設の種類」欄に掲げるものとする。ただし、熱源として電気を使 
 用する施設、予備施設及び非常用施設を除く。 
 ⑵ 指導基準 
 窒素酸化物の指導基準は、温度が零度であって圧力が１気圧の状態に換算した排出ガス１立方 
 メートルにつき、別表１及び別表２の施設の種類及び規模ごとに定めた「指導基準」の欄に掲げ 
 る量とする。 
３ 自動計測器による測定 
 指針対象施設のうち、排出ガス量（温度が零度であって、圧力が１気圧の状態に換算した１時間 
 当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。）が４万立方メートル以上の施設については、常時、 
 窒素酸化物の排出状況が把握できるよう、自動計測器を設置するよう努めるものとする。 
  附 則 
１ この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 
２ 平成８年３月３１日までに設置された別表２の施設（設置の工事がされているものを含む。）に 
 ついては、２の⑵に規定する指導基準は、当分の間、適用しない。 
 
 



別表 1 

指導基準（C 立方センチメートル） 令大 
別気 
表汚 
第染 
１防 
の止 
項法 
番施 
号行 

ばい煙発生施設の種類 

 
規模 

 
 

最大排出 
ガス量 
立法メー 
トル／時 

 
標準 
酸素 
濃度 

 
On 
％ 

４８年８月９日までに 
設置された施設 
 

４８年８月１０日から 
５０年１２月９日まで 
に設置された施設 

５０年１２月１０日か 
ら５２年６月１７日ま 
でに設置された施設 

５２年６月１８日から 
５４年８月９日までに 
設置された施設 

５４年８月１０日から 
５９年９月３０日まで 
に設置された施設 

５９年１０月１日以降 
設置される施設 
 

備考 

５０万以上 １６０ １６０ １４０ １２０ １２０ １２０  

１０万～ 
５０万未満 １７０ １６０ １４０ １４０ １４０ １４０  

４万～ 
１０万未満 １７０ １６０ １４０ １４０ １４０ １４０  

１万～ 
４万未満 ２１０ ２１０ １４０ １４０ １４０ １４０  

１ 液体燃焼ボイラー 

５千～ 
１万未満 

 ４ 

２３０ ２３０ ２３０ １６０ 
〔２３０〕 １６０ １６０ 

５２年６月１８日か

ら５２年９月９日ま

でに設置されたもの

は〔 〕の 
基準とする。 

２ ガス発生炉及び加熱炉 ５千以上  ７ １４０ １４０ １４０ １４０ １２０ １２０  

５ 金属の精製又は鋳造の 
用に供する溶解炉 ５千以上 １２ １６０ １６０ １６０ １６０ １４０ １４０ キューポラを除く 

１０万以上 １４０ １４０  ９０  ９０  ９０  ９０  

４万～ 
１０万未満 １５０ １５０ １４０ １２０ １２０ １２０  

１万～ 
４万未満 １５０ １５０ １４０ １２０ １２０ １２０  

６ 

金属の鍛造若しくは圧 
延又は金属若しくは金 
属製品の熱処理の用に 
供する加熱炉 

５千～ 
１万未満 

１１ 

１５０ １５０ １５０ １４０ １４０ １４０  

１０万以上 ３４０ ３４０ ２３０ ２３０ ２３０ ２３０  

９ セメントの製造の用に 
供する焼成炉（乾式） ５千～ 

１０万未満 

１０ 
３４０ ３４０ ３４０ ２５０ ２５０ ２５０  

 



 

１０万以上 ２５０ ２５０ ２３０ ２３０ ２３０ ２００  
セメントの製造の用に 
供する焼成炉（湿式） ５千～ 

１０万未満 

１０ 
３５０ ３５０ ３５０ ３２０ ３２０ ２８０  

光学ガラス､電気ガラ

ス又はフリットの製造 
の用に供する溶解炉 

５千以上 １６ ６３０ ６３０ ６３０ ６３０ ５６０ ５６０  

ガラス製造の用に供す

る溶解炉（前項掲げる

ものを除く） 
５千以上 １５ ３５０ ３５０ ３５０ ３５０ ３２０ ３２０  

９ 

その他窯業製品の製造

の用に供する焼成炉及

び溶解炉 
５千以上 １５ １６０ １６０ １６０ １６０ １４０ １４０  

１０ 
無機化学工業品又は食

料品の製造の用に供す

る反応炉及び直火炉 
５千以上  ６ １８０ １８０ １８０ １８０ １６０ １６０  

１１ 乾燥炉 ５千以上 １６ ２００ ２００ ２００ ２００ １８０ １８０  

４万以上 ２１０ ２１０ ２１０ １８０ １８０ １８０  
廃棄物焼却炉 
（連続炉） ５千～ 

４万未満 

１２ 
２１０ ２１０ ２１０ ２１０ １８０ １８０  

４万以上 ２５０ ２５０ ２５０ １８０ １８０ １８０  
１３ 

廃棄物焼却炉 
（連続炉を除く） ５千～ 

４万未満 

１２ 
２５０ ２５０ ２５０ ２５０ ２５０ １８０  

１４ 銅、鉛又は亜鉛の精錬 
の用に供する溶解炉 ５千以上 １２ １６０ １６０ １６０ １６０ １４０ １４０  

２４ 

鉛の第二次精錬又は鉛

の管、板若しくは線の 
製造の用に供する溶解

炉 

５千以上 １２ １６０ １６０ １６０ １６０ １４０ １４０  

 



別表２ 

指導基準（C 立方ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ） 大気汚染防 

止法施行令 

別表第１の 

項番号 

ばい煙発生 

施設の種類 

 

規模 

 

最大排出ｶﾞｽ量 

立方ﾒｰﾄﾙ／時 

 

標準酸素

濃 度

Ｏｎ 

％ 

平成１６年８月 

３１日までに設 

置された施設 

平成１６年９月

１日以降設置さ

れる施設 

４万以上 １６ １０ １０ 

２９ ガスタービン 

５千以上～４万未満 １６ ２０ ２０ 

５千以上 １００ １００ 

３０ ディーゼル機関 

５千未満 

１３ 

－ １００ 

５千以上 ２００ ２００ 

３１ ガス機関 

５千未満 

 ０ 

－ ２００ 

５千以上 ２００ ２００ 

３２ ガソリン機関 

５千未満 

 ０ 

－ ２００ 

 備考 この表の低減目標値の欄に掲げる窒素酸化物の量は、次の式により算出された窒素酸化物 

 の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあっては、１工程の 

 平均の量とする。 

 ２１－Ｏｎ 

 Ｃ＝ ・Ｃｓ 

 ２１－Ｏｓ  

 この式において、Ｃ、Ｏｎ、Ｏｓ、及びＣｓは、それぞれ次の値を表すものとする。 

 Ｃ  窒素酸化物の量（単位 立方センチメートル） 

 Ｏｎ 標準酸素濃度（単位 百分率） 

 Ｏｓ 排出ガス中の酸素濃度（当該濃度が２０パーセントを超える場合にあっては、２０パ 

   ーセントとする。）（単位 百分率） 

 Ｃｓ 日本工業規格Ｋ０１０４に定める方法により測定された窒素酸化物濃度を温度が零度 

 であって圧力が１気圧の状態における排出ガス１立方メートル中の量に換算したもの（ 

  単位立方センチメートル） 


